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第三者調査委員会の設置のお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり第三者調査委員会の設置等につきまし

て決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

１．第三者調査委員会設置までの経緯 

平成 21 年度の有価証券報告書等において、開示資料に掲載した内容と実態の差異の可能

性や当社における事象確認の不備等により、会計処理に関する修正の可能性が疑われると

判断いたしました。そのため、専門的及び客観的な見地からの調査分析と改善のための施

策立案の実現のために、外部の有識者から構成される調査委員会に以下の調査事項を委嘱

することといたしました。 

 

２．調査事項 

（１） 平成 20 年９月 24 日付、株式会社 SPARKS と株式会社トラストゲートの事業譲渡契約

に係る営業権（のれん）の計上について。 

（２） 平成 21 年９月 23 日付、株式会社 SPARKS 株主総会決議による増資に係る資本金及び

資本準備金の計上について。 

（３） 平成 21 年 12 月 30 日付、株式会社 SPARKS の代表取締役２名による、準消費貸借契約

に係る長期未収入金の計上について。 

 

３．調査方法 

（１） 関係者への事情聴取 

（２） 取締役会議事録・契約書・証憑類の収集・分析 

（３） 会計帳簿の収集・分析 

（４） 有価証券報告書・決算短信等の開示資料の分析 

 



４．報告スケジュール 

   本委員会による報告等のスケジュールにつきましては、概ね次の通り予定しております。 

（１） 平成 23 年 4 月中頃を目処に、調査内容及びその評価についての報告を行う。 

（２） その後、速やかに、必要に応じて上記調査事項に係る開示資料、株式会社名古屋証券

取引所への提出書類、決算短信、有価証券報告書等の訂正等を行う。 

なお、訂正開示等に当たっては、会計監査人の監査を受ける予定であります。 

 

５．本委員会の委員（敬称略、順不同） 

委員長 豊田 賢治（弁護士） 

東京桜橋法律事務所 

（第二東京弁護士会） 

平成 11 年

平成 13 年

平成 16 年

平成 18 年

司法試験合格 

弁護士登録、三井安田法律事務所入所 

オリック東京法律事務所移籍 

東京桜橋法律事務所開設 

委 員 能勢 元（公認会計士） 

東京フィナンシャル会計

事務所 

平成５年 

平成６年 

平成９年 

平成 17 年

平成 21 年

平成 22 年

 

公認会計士第二次試験合格 

監査法人伊東会計事務所入所 

公認会計士登録、能勢公認会計士事務所設立 

東陽監査法人 社員（現任） 

リーマン・ブラザース証券株式会社 監査役(現任)

税理士法人東京フィナンシャル会計事務所 統括

代表社員（現任） 

委 員 山田 幸平（公認会計士）

山田幸平公認会計士事務

所 

平成 12 年

 

平成 16 年

平成 17 年

平成 21 年

公認会計士第二次試験合格 

中央青山監査法人入所 

公認会計士登録 

株式会社 AGS コンサルティング入社 

山田幸平公認会計士事務所設立 

 

６．本委員会委員の選定理由等 

   当社の第三者調査委員会の設置決定は、会計監査人、弁護士等の助言を参考に検討し、

当社取締役との面談により選任いたしました。 

   なお、本委員会の委員の選任を含め、日本弁護士連合会「企業不祥事における第三者委

員会ガイドライン」（2010 年７月 15 日）に依拠して運営を行ってまいります。 

   また、本委員会の各メンバーと当社の間には、利害関係はありません。 
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７．今後の対応について 

当該事象における影響等について、現在のところ明らかになっておりませんが、早急に

事実関係の調査及び確認を進め、1 ヶ月程度を目処に完了する予定です。事実関係が判明

次第、適時に開示を行ってまいります。 

株主、投資家をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけ致し

ますこと深くお詫び申し上げます。 

 

以 上 
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